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皆さん、こんにちは。今回は、少し真面目な話。 

最近、相続税と贈与税の一体化について、よく話題に上がります。 

何かと言いますと・・・ 

 

現在、贈与税の方が税率が高いので、高額な生前贈与をする方は 

ほとんどいません。 

しかし、贈与税には年額 110 万円の基礎控除がありますので、非 

課税範囲での贈与は、資産家はほぼ全員行っていると言っても過言ではありません。 

 

これをうまく使うと、例えば、2 億円の財産（配偶者既に死亡、2 人の子供）をお持ちの方ですと、3,340

万円の相続税がかかりますが、30 年間 2 人の子供に毎年 110 万円の贈与をすると、6,600 万円の財産を減ら

すことが出来、その結果 1,440 万円の相続税になります。その差 1,900 万円もの相続税を節税することが出

来ます。 

 

30 年間という長い間行う人はいないとしても、子供 3 人、孫 5 人位に贈与をすると考えれば、毎年 880 万

円の財産がなくなる訳でして、これが、相続税の税収がなかなか上がってこない理由でもあります。 

 

それを防ぐために日本では、亡くなる前 3 年以内の贈与は、相続財産に加算される規定があります。要は、

相続税を減らすための贈与は認めないよという趣旨です。 

 

ですが、他の国はというと、アメリカは一生分、ドイツは 10 年、フランスは 15 年と随分長く設定されて

います。 

例えば、80 歳で亡くなる方が 65 歳から贈与しても意味がないフランスの場合、65 歳の時点で自分が死ぬ

ことを想像できるのかということになります。100 歳まで生きるかもしれないから、相続税を節税するためだ

けの贈与はもう少し後にしよう、となりますよね。 

 

日本でもこの論議が活発になっています。もしかしたら、来年にも、5 年もしくは 10 年に改正されるかも

しれません。 

ただし、税金の世界は不遡及の原則がありますので、過去の贈与が加

算されることはないはずです。暦年贈与、思い立ったが吉日。ということ

で、将来の子供、孫のために 110 万円の暦年贈与をオススメします。 

 

暦年贈与が税務調査で指摘されないためには色々とコツがありますの

で、質問があれば、担当者もしくは私まで。 

 

ちなみに私の娘は今 7 歳ですが、3 歳ぐらいのときに通帳を作りまし

た。暦年贈与を毎年コツコツやるつもりでした。やる気があっても、そこ

までお金がありませんでした（笑） 

代表 

便り 

実は私、既に暦年贈与を・・・ 
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 こんにちは。 

 ようやく梅雨も明け、本格的な夏が訪れるころですね。 

 今年も無事田植えを終え、水田に青々と茂る稲の苗が風に揺られているのを見ると、また今年も夏が来た

なと再確認します。 

 

 さて、夏と言えば暑い→熱いといえば「カレー！」。 

 どうして夏ってカレーが無性に食べたくなるんでしょうね💦 

調べると、夏の定番メニューとしてカレーが認められているのに

は理由があるそうで、カレーに含まれるスパイスに「健胃作用」

や「食欲増進」「消化促進」の効果があり夏バテ防止には最適なよ

うです。 

 

 ということで…春日井市朝宮町にあるインド・ネパール料理

『マヤ』へカレーを食べに行ってきました😊 

 辛いのはちょっと…という人も大丈夫。ネパール料理はスパイ

シーな味付けというイメージが強いですが、日本人の口にも良く

合う丁度いい辛さの料理が多いんです。 

 お店の扉を開けたらフワ～とスパイスの香り✨ 

 カレーもおいしいのですが、私のおすすめはハニーチーズナ

ン。ハニーチーズナンは春日井名物グルメ王座決定戦で第 2 回と

第 3 回ともに準グランプリを獲得しているんです🎵ナンの中にと

ろけるチーズがたっぷり入っていてハチミツとの相性抜群です。 

一人で食べきるには多いな…と思いつつ完食しました(^^♪ だって（ハチミツ）甘い→（チーズ）しょっ

ぱい→（カレー）辛いなんて食(しあわせ)の無限ループじゃないですか💛 

 次回は春日井名物のサボテンを使ったサボテンチーズナンをいただこうかな。今回もおいしくいただきま

した、ごちそうさまです。 

 

 「ウチの店も DR.tax に載せてもいいよ」というお客様がいらっしゃいましたら担当者まで…こっそり食

べに行きます😊 

<次のページへ続く＞ 

 夏はやっぱりカレーでしょ🍛 文責：大脇 
インター 

店 
便り 

 

 新メンバーのご紹介、今月号は３人目、舟橋 です！ 

 

初めまして、舟橋 菜月（ふなはし なつき）と申します。税務会計全般を

担当しています。 

 

愛知県から京都の大学まで新幹線通学をしており、大学では外国語を専攻し

ていました。休日は友人と旅行に行くこともあれば、一人で美術館などに行く

こともあります。体を動かすことも好きですが、スポーツ観戦にも行きます。 

早く仕事を覚え、皆様のお役に立てるように頑張っていきます。よろしくお

願いします。 

本店 

便り 

新入社員紹介第 3 弾！ 文責：亀田 

【事務所スタッフの中には月に１～２回行くリピも】 

【ランチセットはお得です】 
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 コロナ関連費用を従業員に支給する場合、基本的に給与として所得税が課税されない基準が国税庁より示

されています。 

 

①テレワークを行うための環境整備費用 

 ・業務のために必要な費用を領収書で清算 

 ・業務に使用する備品の貸与 

 ※備品の所有権が会社にあるものが前提になります。 

 

②マスクや消毒液など、消耗品の購入費用 

 ・業務のために必要な消耗品を領収書で清算 

 ・事業主側が従業員に消耗品を支給 

 ※従業員本人が使用するものが前提になります。 

 

③感染が疑われる場合のホテル利用料、交通費や PCR 検査の費用 

 ・業務に必要な費用として実費精算 

 ・事業主側が直接支払う 

 ※業務命令であることが前提になります。 

  従業員個人の判断による費用を負担する場合は課税されます。 

 

 すべて”業務に必要”であると事業主側が判断して支給する形になるため、事業主側が負担範囲を明確に定

めておくことが大切になります。 

 判断に迷うことがあれば担当者までご相談ください。 

 

【参考】国税庁ホームページ 

 ・新型コロナウイルス感染症に関連して使用人等が使用者から支給を受ける見舞金の所得税の取扱いに 

  ついて 

  https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/shotoku/shinkoku/2005xx/index.htm 

 ・問 9-5《企業が従業員の感染予防対策費用を負担した場合の取扱い》 

  https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/faq/04.htm 

経営 

情報 

コロナ関連費用を従業員に支給する場合の 

給与課税について 文責：渡邉 

<前のページからの続き> 

 

 ここで、事務所からのお知らせです。 

 

 7 月～8 月は「相続」月間として、相続税試算・相談を行います。 

 「私の相続財産っていくらぐらい？」や「相続税の対策ってどんな 

ものがあるんだろう」等、これを機会にご自身（もしくは親御さん） 

の相続財産や相続税を試算してみませんか？ 

 

 いつでもご相談には応じておりますが、この強化月間にぜひご利用ください。 

 お問い合わせは各担当者まで…。 
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三上税理士法人 

■本店 

〒486-0914 愛知県春日井市若草通 4-92 

TEL:0568-44-2022 / FAX:0568-44-2039 

■春日井インター店 

〒486-0812 愛知県春日井市大泉寺町 108 番地 9 

TEL:0568-82-7770 / FAX:0568-82-7771 

◆共通メールアドレス  mikami@taxer.info 

行楽 

日記 

潮干狩り 

以前潮干狩りに行った時の事をご紹介させていただきます。 

 

我が家は毎年蒲郡の竹島に潮干狩りに行きます。他の場所にも色々行ってみましたが、竹島は芝生があり

テントを張ってのんびりできるし、海も駐車場などもキレイで観光もできるので気に入っています。 

 

いつも干潮の 2 時間前には到着して、だいたい 4 時間ぐらいは頑張ってアサリを見つけます。 

小さい頃はカニや小さい魚ばかりを追いかけていた子供たちも、大きくなるにつれて根気よくアサリを取

ってくれるようになりました。 

入場料と引き換えにもらう小さな袋に詰め込めるだけ詰めて持ち帰ります。 

味噌汁・酒蒸し・あさりご飯・佃煮にしていただくととても美味しいです。 

 

早くコロナが終わりのんびり潮干狩りに行ける日が待ち遠しいです。 

文責：生田 

・固定資産税(都市計画税)の第 2 期分の納付      納付期限…7 月中において各自治体の条例で定める日 

・源泉所得税納期の特例分(1 月～6 月分)の納付                 納付期限…7 月 12 日(月) 

・6 月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付               納付期限…7 月 12 日(月) 

・所得税の予定納税額の減額申請                       申請期限…7 月 15 日(木) 

・所得税の予定納税額の納付（第 1 期分）                      納付期限…8 月 2 日(月) 

・5 月決算法人の確定申告〈法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税〉、 

11 月決算法人の中間申告〈法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税〉(半期分) 

                      申告期限…8 月 2 日(月) 

7 月の税務 

代表 三上による経営相談をご活用ください！ 
 

2021 年 7 月開催スケジュール(要予約) 

7 月 13 日(火) 10～12 時 / 18～20 時 

7 月 14 日(水) 13～17 時 

   
 

ご予約電話番号 0120-974-830 

無料経営相談実施中！！！ 


